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２００９年度 政策制度要請 埼玉県回答 

 

要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

Ⅰ．総合経済・産業政策 

１．地域経済の持続的な成長と雇用創出の観点から、中小

企業活性化にむけて以下の施策を講ずること。 

（１）各企業で培われた高い技能・技術・ノウハウを持つ

ＯＢ人材を、中小企業の技術・技能の継承や発展に活

かせるよう、その支援機能（事業）を強化すること。 

＜要請の根拠＞ 

埼玉県は製造業を中心に卸小売業・サービス業など多

種多様な産業が集積しており、全事業所の９９％占める

中小企業が地域経済のけん引役を担っている。事業革新

や経営安定にむけた支援、新たな産業の創出や創業・ベ

ンチャー支援、また、尐子高齢化の進展に伴う労働人口

の減尐や団塊世代の大量退職などによって、特に懸念さ

れる中小企業の人材不足、製造現場における技術・技能

の継承や若者の「ものづくり離れ」への対応など、総合

的な支援が求められる。 

  

 

 

＜産業労働部 産業人材育成課＞ 

中小企業における技能継承や技能向上を支援するため、県では平

成１８年度から技能の達人継承事業を実施しています。高度な技能

を有する企業ＯＢ等を登録し、技能向上のための指導者不足等で困

っている中小企業の要請を受けて、当該企業等に赴き従業員に指導

を行っています。 

また、新現役チャレンジ支援事業の県内実施主体である財団法人

埼玉県中小企業振興公社等との連携を強化し、より効果的・効率的

にＯＢ人材を活用した中小企業支援が図れるよう取り組みます。    

 

 

 

 

 

 

 

（１）○－Ｂ 

ＯＢの登録や指導の

状況など、中小企業の要

請（ニーズ）とその対応

について（マッチング）、

今後の取り組みと実績

を注視していく。 

 

 

 

 

 

 

回答評価 ○：前進 △：一部前進 ×：前進せず    今後の方向性 Ａ：完了 Ｂ：継続・再検討 Ｃ：断念 

 

○－Ａ：完結 

○－Ｂ：前進はしているものの今後引き続き新たな要素等をふまえ再要請を検討。 

△－Ｂ：一部の前進は見られるものの引き続き施策の進捗状況を見極めつつ再要請。 

△－Ｃ：一定の前進があると判断するが現状では実現性が乏しい。 

×－Ｂ：新たな視点と切り口から再検討が必要。 

×－Ｃ：現状では無理と判断。 

 

○－Ａ： ７項目  ○－Ｂ： ８項目  △－Ｂ：１０項目  △－Ｃ：  項目  ×－Ｂ： ４項目  ×－Ｃ： １項目 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

（１）県は、産業界・教育界・行政（国・県）などが連携

して、学校教育から在職段階までのライフステージに

応じた産業人材育成総合支援に取り組むために「産業

人材育成プラットフォーム」を構築し、関係機関との

連携を強化するために「産業人材育成推進会議」を設

置した。その支援事業としてＯＢ人材活用による「技

術向上・技能継承支援」も取り上げている。 

技術向上・技能継承においては、ここ数年で大量退

職する団塊世代にその役割が期待されているが、関東

経済産業局は新たに地域経済産業政策・中小企業対策

として、中堅企業以上で勤務した団塊世代で中小企業

支援を希望する人材とのマッチング事業（新現役チャ

レンジ支援事業）に取り組むが、「産業人材育成推進

会議」など通じた県との連携によって、団塊世代など

ＯＢ人材の具体的な中小企業支援機能の構築と強化

が望まれる。 

 

（２）産官学連携による「新たな産業の創造」に積極的に

取り組むとともに、新たな産業や新分野の事業展開に

あたって、地域特性に即した経営安定化と持続的な成

長にむけた支援をおこなうために、地域金融機関や労

働組合が参画する地域活性化策を検討する場として

「産業振興協議会（仮称）」などを設けること。 

＜要請の根拠＞ 

（２）市場ニーズの変化、原油・原材料価格の高騰など、

中小企業の経営環境はめまぐるしく変化する。企業が

成長・発展していくためには、変化に対応した付加価

値の高い技術や製品・サービスの提供、ニーズに即し

た新分野・新事業の開拓が求められるが、事業展開に

当たっては、円滑な資金調達、販路の開拓や人材確保

なども不可欠である。 

地域金融機関が、地域の産業、企業、資源に関する

情報を収集・蓄積して共同で中小企業向け商品開発支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業労働部 新産業育成課＞ 

平成１８年６月に、産学官交流・連携の拠点として中小企業の産

学連携に関する相談にワンストップで対応できる「産学連携支援セ

ンター埼玉」を開設し、総合的支援を行っています。 

産学連携支援センター埼玉は、中小企業等の新製品・新技術開発

等に関する技術相談や研究開発資金に関する相談を始め、具体的な

研究開発テーマに対し、気軽に相談できる窓口として、さいたま市

と共同して北与野駅前アルーサＡ館（新都心ビジネス交流プラザ内

）に開設しました。 

産学連携の徹底した「つなぎ役」として、中小企業のあらゆる相

談に応じて、広く大学や研究機関から研究者を探し、両者を結びつ

けるような総合相談を行っています。 

また、今後の成長分野や本県の産業構造の特性などを踏まえ、産

学官の力を結集して、イノベーション（技術革新）を生み出すネッ

トワークを構築し、新技術・新産業の創出を目指しています。 

ネットワークは、研究開発型拠点（埼玉大学、ＳＫＩＰシティ（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）△－Ｂ 

産官学連携による「新

たな産業の創造」に向け

た取り組みについては、

今後の状況、実績を確認

していく。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

援を行うなどの動きも見られるが、自治体・教育機

関・産業界などの連携に加え、地域経済の金融を司る

地域金融機関や組織的・人的ネットワークを持つ労働

組合が参画する、地域活性化・中小企業支援のネット

ワーク構築によって、総合的かつ効果的な中小企業支

援が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．雇用労働政策   

１．若年者の雇用・就職支援として就業意識を高めること。

および埻玉県内の製造業・サービス流通業が人材確保に

苦労していることを考慮し、産業界・教育局と連携し小

中学生での就業体験や高校生のインターンシップなど

有効な対策を講ずること。 

＜要請の根拠＞ 

高校卒業生への求人倍率は約 1.7 倍と高い状況であ

るが、職種によるばらつきが大きく、建設・製造やサー

産業技術総合センター）、本庄国際リサーチパーク、理化学研究所）

を中心とし、県が産と学とのつなぎ役となって新技術・新製品の創

出プロジェクトに取り組むものです。 

プロジェクトは、バイオ、オプト（光学）、環境（資源循環）、医

療・福祉機器などの分野における先導的な産学官共同研究を通じて

、新技術、新産業の創出や新たな産業集積につなげていきます。 

 

＜産業労働部 産業労働政策課＞ 

 社会経済情勢や雇用情勢の変化に対応するために平成１９年２月

に策定した「埼玉県産業元気・雇用アップ戦略」に基づき、本県の

強みを活かした産業施策・労働施策を推進しています。 

 現在のところ「産業振興協議会」のような組織を設置する予定は

ありませんが、例えば、産業人材を育成するために産業界・労働界

・教育界・行政などが連携して構築した「産業人材育成プラットフ

ォーム」、働く人全体の所得を引き上げ、格差の固定化を防ぐことを

目的とした「埼玉県成長力底上げ戦略推進円卓会議」など、様々な

団体・機関の御意見を伺う機会を生かしながら施策を実施しており

ます。 

 特に、中小企業振興に当たっては、県内企業や地域金融機関との

意見交換等を通じた現場の声を聴くことが重要と考えますので、引

き続き、こうした生の意見や要望を伺いながら、施策を進めてまい

ります。 

 

 

 

＜産業労働部 就業支援課＞ 

 若年者の就業意識の醸成を図るため、ヤングキャリアセンター埼

玉において、中学・高校・大学への出前講座や、高校生対象の職場

見学会などを実施しています。 

 また、求職者が適切な職業選択ができるよう、企業の担当者等が

その業界のことを詳しく説明する「業界セミナー」や、中小企業の

魅力を伝える「企業研究セミナー」などを開催しています。 

 ヤングキャリアセンター埼玉では、今年度、センターの支援機能

 

 

 

 

 

 

 

経営安定化に向けた

金融や人材の確保・安定

化支援など、地域におけ

るネットワークの効果

的活用策については、今

後の推移を見守ってい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

現状の厳しい就職状

況から、人材確保の観点

ではなく、就業支援に重

点を置いた施策の要請

が必要と考える。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

ビス業は募集しても人が集まらないのが現状である。県

内の産業競争力を強化させていくためには、技能・技術

の伝承が不可欠であり、ものつくりの楽しさやサービス

流通業界の面白さを早いうちから体験することで将来

につなげる必要があると考える。埼玉県の多くを占める

中小企業の活性化や発展を目指した業界と連携を図っ

た、新たなインターンシップ制度の確立が求められてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の強化を図り、人材不足に悩む企業と正社員を希望する若者とを積

極的に結びつけています。 

 企業１０社と若者３０人が気軽に交流する「仕事出会いフェア」

については、昨年の年４回から年１０回開催とし、企業が若者に直

接ＰＲできる機会を拡充しています。 

 このほか、高校生対象の合同企業説明会や若年者対象の合同企業

面接会を実施するなど、企業と若者との出会いの場を提供していま

す。 

 さらに、企業向けサービスとして、企業を直接訪問する「企業情

報相談員」を３名配置し、求人票では得られない企業の採用情報を

収集して若者に紹介するなど、企業の人材確保支援に努めています

。 

 平成２１年度においては、企業との交流会・面接会を更に拡充す

るとともに、求職者に企業情報を分かりやすく提供する専門員を配

置するなど、企業の人材確保を支援します。 

 

＜教育局 義務教育指導課＞ 

 小学校におきましては、職場見学や働く人へインタビューなどを

通して、身のまわりの仕事への関心・意欲の向上を図っています。 

 中学校におきましては、現在９８％の中学校で３日間程度の職場

体験学習を実施しています。現在、職場体験学習の内容の充実を図

るとともに、５日間実施する学校の増加を目指しています。 

 また、「産業人材育成プラットフォーム」において、企業や福祉施

設等で実施している中学生の職場体験の趣旨を理解いただき、積極

的に受け入れていただけるよう協力を依頼しています。 

 今後も産業界や関係機関と連携を図りながら、小中学校における

キャリア教育を推進し、児童生徒一人一人の勤労観・職業観をはぐ

くんでいきます。 

 

＜教育局 高校教育指導課＞ 

 インターンシップについては、望ましい勤労観・職業観を育成し

ていく上で、また学習意欲や職業に対する理解、コミュニケーショ

ン能力が向上するなど、極めて高い教育効果をもつものと期待され

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○－Ａ） 
小中学生についてはほ

ぼ要請に沿ったすすめが

されており、評価できる。 

連合からも構成組織を

通じて、企業が協力でき

る体制作りに臨みたい。 

 

 

 

 

 

 

（△－Ｂ） 
小中学生への対応と比

べて、尐し弱いと感じる。

しかしながら来年度の採
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

 

 

 

 

 

 

２．障がい者の雇用支援として以下の施策を講ずること。 

（１）障がい者授産施設自立支援として、施設の経営能力

と付加価値生産能力が向上するような施策をさらに

推進すること。また県内企業に授産施設の生産能力や

得意分野などを広く PR し受注につながるような支援

を行うこと。さらに行政からの発注に関しても、率先

して授産施設を利用すること。      

＜要請の根拠＞ 

（１）埼玉県の工賃倍増計画によって、授産施設の経営能

力・付加価値生産性は向上すると考えるが、向上した

生産性は販売されなければ収益とはならない。県内企

業をはじめさまざまな分野に、県内の授産施設の得意

分野をＰＲするなど販売支援にも取り組む必要があ

る。あわせて授産施設の製品を埼玉県も率先して利用

することが将来の安定生産・販売につながると考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、これまでも、各学校で推進してまいりました。 

 今後とも、埼玉労働局をはじめ、様々な部局・関係機関等との連

携を深め、企業の求める人材の育成に努めるとともに、一人でも多

くの高校生の就職希望が実現できるよう、就職支援を進めてまいり

ます。 

 

 

＜福祉部 障害者福祉課＞ 

１．施設の経営能力が向上するような施策 

施設を対象に中小企業診断士による研修会を実施しました。今

後、施設へ経営コンサルタントを派遣し、施設の経営改善を促す

こととします。 

なお、この施策については、平成２１年度も実施します。 

２．施設の付加価値生産能力が向上するような施策 

（１）企業で働く、または働いていた方のキャリアを積極的に活用

するため、登録されたサポーターを施設へ派遣し、製造技術の

指導、生産方法の改善提案などを提供しております。今後、サ

ポーターの登録数を増やしてまいります。 

（２）農業を新たな授産事業とする施設や農業を拡大する施設を選

定し、遊休農地リース料や農機具リース料の助成及び地元農業

者等による農業技術支援を行いました。 

なお、この施策については、平成２１年度も実施します。 

（３）産業団地に立地する多くの企業及びその近隣にあるグループ

化した授産施設等を結びつけ、共同で業務の受発注を行うシス

テムを構築します。 

３．県内企業への施設の生産能力や得意分野のＰＲ 

障害者施設の授産事業を調査し一覧にしたものを埼玉中小企業

家同友会に提供しました。 

今後、県ホームページその他様々な手法により、県内企業に対

し、障害者施設の授産事業をＰＲしてまいります。 

４．行政から施設への発注の促進 

地方自治法施行令の改正により、自治体の障害者支援施設等と

の随意契約の範 囲に役務の提供を受ける契約が追加されたこと

用予定の状況を鑑みる

と、別の切り口での就業

支援が必要と考える。 

 

 

 

 

（１）△－Ｂ 

県としても推進して

いることは回答からう

かがえる。景気状況が悪

化している中で、授産施

設は厳しい状況が続く

ことが予測される。県や

市町村がより率先して

発注することと、県民へ

のさらなるＰＲを求め

ていきたい。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

 

 

 

 

 

 

（２）障がい者の就業の選択肢拡大のために、在宅勤務の

斡旋を行うこと。 

＜要請の根拠＞ 

（２）国の制度を受けて、埼玉県もＰＲなどに取り組んで

いる。サテライトオフィスの企業誘致のみではなく、

都内と違い車通勤がしやすいなどのメリットを有効

に活用した就労の場の確保と、ＩＴなどを活用した在

宅勤務がより行いやすくなるような支援を行い、法定

雇用率を尐しでも早く守れるように支援を行うこと

が必要である。 

 

 

 

 

（３）知的障がい者の雇用確保をめざして、県内企業に事

例報告を行うなど広くＰＲをすること。また県及び市

町村も率先して雇用の確保を行うこと。 

＜要請の根拠＞ 

（３）障がい者雇用率が全都道府県で 44 位の埼玉県とし

て、法定雇用率を上回るべく施策を行っているが、知

的障がい者の雇用にまでは広がっていないと考える。

県内の企業で知的障がい者を雇用している企業も増

えてきているが、いまだに極めて尐数である。どのよ

うな仕事があるのかを含めて各企業は判らないこと

が多く採用にまで踏み込んでいないのが現状である。

各企業に事例報告を行うなど、成功事例を共有化し雇

用の促進を進めていきたい。また行政が率先して知的

から、県内市町村に対し、障害者施設に対する発注に配慮するよ

う依頼しました。 

今後も機会あるごとに市町村に依頼してまいります。 

なお、県庁内においても、障害者施設への発注を促進するよう

な仕組みを検討しているところです。 

 

＜産業労働部 就業支援課＞ 

在宅勤務に関しては、国で助成制度を設けて、在宅就労が進むよ

う支援しています。 

県でも、企業現場では就労が困難な障害のある方への支援は、重

要であると考えております。 

そこで、在宅就労の助成制度についてパンフレットを作成し、職

員が企業訪問する際に持参してＰＲに努めています。 

さらに、昨年度は、ご承知のようにＩＴ関係企業を誘致して、サ

テライトオフィスでの就労ができるよう支援しました。 

このサテライトオフィスでは、現在１５人の障害者の方が活き活

きと働いておられます。 

このような仕組みのサテライトオフィスが県内で展開できるよう

、情報の提供など出来る限りの支援を行ってまいります。 

 

＜産業労働部 就業支援課＞ 

働く障害者の姿を、ボランティアの県民の方にリポートしていた

だき、県のホームページから発信する「働く障害者のチャレンジス

トーリー」事業を進めています。 

既に、１３社をリポートし、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、精神障害者、発達障害者など様々な障害がありながらも、一生

懸命働いている方々をご紹介しています。 

これからも、地道に、明るく、活き活きと働いている障害者の方

を、一人でも多く、ホームページで紹介するなど情報提供してまい

ります。 

 

＜総務部 人材課＞ 

知的障害者の実習については、平成１９年度から総務部と産業労

 

 

 

 

 

 

（２）△－Ｂ 

情報提供のみならず、

県がもっと率先して推

進するように、障がい者

への支援策を検討し、再

度要請を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）○－Ｂ 

ＰＲ不足の感は拭え

ないが、進んでいること

は評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（△－Ｂ） 

県で率先して受け入
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

障がい者を雇用し、埼玉県全体での推進を加速させる

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．一人親家庭における親の就職支援として以下の施策を

講ずること。 

（１）県内各企業と連携して助成金や税制上の優遇措置を

設定するなど、短時間勤務での正社員採用を行いやす

い環境にすること。また国の行っている助成金を幅広

くＰＲし、子育てがひと段落した後に、通常勤務に変

更できるような制度を促すこと。 

＜要請の根拠＞ 

（１）埼玉県は子育て応援企業の登録など、企業に対して

両立支援を推進している最中であるが、各企業ともに

従業員が子育てをスタートさせる前提での制度とな

っているところが多い。現在子育て中でありながら就

労を希望している方には、就職することも難しいのが

実態である。入社時に短時間勤務を選択し、子育てが

ひと段落した以降にフルタイムで働ける制度など、柔

軟な雇用形態が選択できる対応を県内企業に働きか

けが必要である。 

 

（２）子育てなどに起因する、仕事に対するキャリア形成

の遅れなどを取り戻せるように、各企業が望むさまざ

まなスキルやキャリアを醸成できるセミナーなどを、

参加しやすい方法で開催すること。 

働部が連携し、受入先の拡大及び適職の開拓に取り組んでおります

。平成２０年度においては福祉部とも連携を図りながら実習の拡大

に取り組んでおります。 

昨年度は、受入課を２課から１５課に拡大いたしました。今年度

においても、１６課で実習を行っております。 

また、雇用については、今年度から実習の実績をもとに臨時職員

としての採用につなげる取組を行っており、総務部及び保健医療部

において採用を行いました。 

今後も民間企業における雇用の促進につながるよう、こうした取

組を実施していきたいと考えております。 

 

 

 

＜産業労働部 勤労者福祉課＞ 

県では平成１７年６月から子育て応援宣言企業の登録を行ってい

ます。この登録制度は、企業のトップに従業員の子育て支援の取組

を宣言してもらい、これを県に登録して、企業の実情を踏まえた仕

事と子育ての両立支援に取り組んでいただくものです。平成２１年

２月末現在、１，９９８社の登録となっています。 

この子育て応援宣言企業の登録を促進する中で、国で行っている

助成金を御案内するとともに、子どもが小さいときは短時間勤務を

選択でき、子育てが一段落した段階で通常勤務に変更できるような

多様で柔軟な雇用形態が選択できる制度の普及促進を図ってまいり

ます。 

 

 

 

 

 

＜産業労働部 産業人材育成課＞ 

母子家庭の母等の雇用促進に資するため、民間教育機関等の委託

先を活用し、就職への意識啓発を目的とした準備講習を実施した後

に就職に必要な知識・技能の習得を図る職業訓練を実施しています

れていることは高く評

価できる。知的障がい者

の雇用は、障がい者雇用

率の上乗せを決めたと

きからの課題である。県

が率先して進めなけれ

ば、市町村や企業の雇用

は進まないと考える。さ

らなる要請を行いたい。 

 

 

 

 

（１）○－Ａ 

昨年と違い主旨も理

解されてきたと評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）○－Ａ 

応募人数から盛況で

あることが確認できる。

参加しやすさの表れと
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

＜要請の根拠＞ 

（２）埼玉県は就職に必要な知識・技能の習得のためにさ

まざまな職業訓練を行っている。国が始めたジョブカ

ードとの整合性や、企業の望むキャリアなどいろいろ

な調査・調整が必要であると考えるが、働きたい人が

安心して働くことができるようにセミナーのさらな

る充実と、参加しやすさを高めることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員従業員数

を増やすとともに、経営自立化に向けた積極的な施策を

講ずること。また、経営自立化に向け、関係する市町村

と十分な連携をはかること。                

＜要請の根拠＞ 

勤労者が意欲を持って働き、能力を十分に発揮するた

めには、労働条件の改善に加え、勤労者福祉の向上も重

。 

訓練内容は、ＯＡ事務、経理事務、介護福祉分野などの３か月コ

ースで、子育て中であることを配慮し、訓練場所を各地域に分散す

るなど参加しやすいコース設定に努めています。 

【参考】 

 平成１９年度実施状況 

ＯＡ事務・２級ホームヘルパー・医療事務・介護保険事務の４

コース８講座 

①応募者数（定員１００人） 

    １４０人（応募倍率：1.4倍） 

   ②委託訓練入校者数  

        １０３人（母子母枠８６人、自立支援プログラム１７人） 

     ③就職者数（委託訓練修了３か月時点） 

        ７２人（就職率７２．７％） 

平成２０年度実施状況 

ＯＡ事務・経理事務・介護福祉ｻｰﾋﾞｽ・医療事務・営業事務の５

コース10講座 

     ①応募者数（定員１００人） 

        １８１人（応募倍率：1.8倍） 

     ②委託訓練入校者数 

    １０５人（母子母枠６１人、自立支援プログラム４４人） 

  平成２１年度実施予定 

 ＯＡ事務・経理事務・介護福祉ｻｰﾋﾞｽ・医療事務・営業事務の

５コース 

     ・定員１００人 

 

＜産業労働部 勤労者福祉課＞ 

全国１９８団体の中小企業勤労者福祉サービスセンター等を正会

員とする社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターでは、

会員拡大の取り組みについて情報を収集、好事例を提供するなどの

支援のほか、厚生労働省の委託事業「サービスセンター指導援助業

務」を受託し、サービスセンターに対する指導援助及びサービスセ

ンターの活性化、自立化、広域化に向け、コンサルタントの活用の

もとれることから評価

できる。しかし応募者が

多いことや、現行の就職

状況を考えると、今後の

厳しさも想定できる。よ

り多くのセミナーなど

を要請すべきか、検討し

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○－Ａ 

 将来の方向性を確認

しながら、再度検討を行

う。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

要である。特に中小企業卖独では困難である従業員の福

利厚生も、「中小企業勤労者福祉サービスセンター」の

事業を活用することにより、充実した福利厚生を得るこ

とができる。しかし、近年「サービスセンター」の会員

従業員数は横ばいであり、さらに平成２２年度には国庫

補助が終了するなど、「サービスセンター」の経営自立

化は喫緊の課題となっている。 

加えて、「サービスセンター」が提供するサービス内

容等に地域差があるなどの課題も提起されており、例え

ば、県内統一のサービスメニューやサービスの相互利用

など、サービス内容のさらなる充実をはかり、会員従業

員数増へと結びつける必要があると考える。 

このような中で、県は「ゆとりとチャンスの埼玉プラ

ン」の施策指標として、「平成２３年度末、会員従業員

数 40,000 人」の目標値を掲げており、この目標値の達

成は、今後の「サービスセンター」の経営自立化には不

可欠であり、積極的な取り組みが求められている。 

 

 

Ⅲ．福祉・社会保障政策 

１．ノーマライゼーションの実現に向けて、「障害者自立

支援法」の施行による市町村における地域間格差が生じ

ないよう、市町村に対し適切に指導するとともに、必要

に応じた財政的支援を行うこと。 

＜要請の根拠＞ 

障がい者の自立支援と社会参加の観点から、本来障が

い者が居住する地域によって大きな格差が生じること

は好ましくないと考える。しかしながら、実態として市

町村において障がい者の自己負担や経営難の施設に対

する補助の有無が自治体によって区々な現状であり、市

町村に対し指導するとともに必要に応じた財政的支援

を県として行うべきである。 

埼玉県の平成２０年度予算の中にも障がい者に対す

ほか、サービスセンターの事業共同化の推進事業を行っています。 

サービスセンターの全国団体において、このような具体的な取り

組みが進んでいることから、県内のサービスセンターに積極的に活

用していただくとともに、自立化に向けた事業を支援するため、当

該自治体と必要な調整及び助言指導を行ってまいります。 

なお、現行の公益法人制度を抜本的に変える、公益法人制度改革

関連三法が平成２０年１２月１日から全面的に施行されます。 

現行の公益法人は、新制度施行後５年間の移行期間は、特例民法

法人として存続できますが、この間に、一般社団法人・一般財団法

人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するか

を選択する必要があります。 

経営の自立化のために広域化は有効な手段と考えておりますが、

各サービスセンターの公益法人制度改革における方向性を見極めな

がら、必要な調整及び助言指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 

 

 

 

 

＜福祉部 障害者福祉課＞ 

障害者自立支援法に基づく給付は、主に自立支援給付と地域生活

支援事業に分かれています。 

自立支援給付は特別対策や緊急対策により利用者負担の軽減策が

行われております。この実施状況を踏まえて、利用者負担の在り方

を十分検討し、サービスニーズの高い利用者が円滑に利用できる制

度とするよう国に要望しました。 

障害者自立支援法施行後３年目の法見直しにより、改正法案が国

会に提出される予定ですが、利用者負担については、利用者の負担

能力に応じた負担（応能負担）に変更される見込みとなっています

。 

地域生活支援事業は、市町村がそれぞれの地域の実情に応じて柔

軟に実施するものとなっております。ニーズに応じ実施内容や利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

国に対する要望や関

東知事会での提案など、

これまでの実績には一

定の評価はするものの、

今後の取り組みでは市

町村に対する情報提供

にとどまっていること

から、状況を見極めた

い。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

る様々な支援策が計画されているが、それら支援策を実

施する際には、各市町村に対し充分な情報提供を行うな

ど、県として能動的な対応が必要と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域医療の充実と医師不足等の解消に向けて以下の施

策を講ずること。 

（１）県の医療対策協議会の役割を強化し、地域医療体制

の充実をはかるため、各医療圏における中核病院を設

定し、周辺の開業医や診療所等との連携体制を早期に

構築すること。                      

＜要請の根拠＞ 

現在、全国的に救急医療や産科・小児科医療体制の減

尐、医師・看護士等の不足など深刻な問題となっている。

医師・看護師の絶対数の不足は埼玉県においても例外で

はない。平成１６年の厚生労働省統計資料によると埼玉

県内の人口１０万人に対する医師数は１３４．２人であ

り全国最下位。また、同じく看護師数は３７３．１人で

あり全国最下位となっている。背景としては、大学医局

が従来担ってきた地域への医師紹介の機能が低下して

きたことや、夜間・休日における患者の集中、病院勤務

医の過重労働、さらには医療に関わる紛争の増加に対す

る懸念などが要因と言われている。これまで抑制方針を

堅持してきた厚生労働省も医師不足解消のため医学部

者負担も含めてその内容を地域で検討するものとなっております。 

事業者の経営基盤の強化については、緊急措置により平成２０年

４月からは通所事業の報酬が約４．６％引き上げられております。 

昨年春の関東知事会で本県が提案し、福祉人材の確保を含め事業

者の経営実態に配慮した措置を国に要望しましたが、平成２１年４

月からは報酬卖価が平均でプラス５．１％改定されます。 

地域生活支援事業費補助金の国予算が４００億円から４４０億円

に増額されますがまだ不十分のため、市町村が地域の実情に応じて

必要な事業を実施するのに十分な国庫補助金が交付されるよう国に

要望していきます。 

引き続き必要な事項を国へ要望していくとともに、会議等の場を

通じ障害者自立支援法の改正情報等必要な情報を市町村に対し提供

していきます。 

 

 

 

＜保健医療部 医療整備課＞ 

現在、地域のかかりつけ医を支援する中核的医療機関として６医

療圏に１０か所の地域医療支援病院が整備されているところです。 

また、小児科や産科など特定診療科を掲げる中核的医療機関にお

いては、休日や夜間に比較的軽症な患者が集中することにより、勤

務医の疲弊が問題となっています。 

そこで、病院勤務医が重症患者の診療や高度医療の提供など本来

業務に専念できるよう、地域の開業医が中核的医療機関において休

日や夜間の軽症患者の診療を担当する「開業医による拠点病院支援

事業」を実施し、地域の開業医と中核的医療機関の新たな連携体制

を整備したところです。 

今年度は、志木市立市民病院の小児科及び埼玉医科大学病院の小

児科を地域の開業医が支援する取組を実施しており、勤務医の負担

軽減など一定の効果が表れています。 

平成２１年度においては、従来の２地区に加えて新たに２地区で

事業を開始します。今後、当該事業を県内各地で展開することによ

り、地域医療体制の充実を図っていきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）○－Ａ 

 これまでに地域の開

業医と中核的医療機関

との連携体制が構築さ

れており、今後も地域医

療体制の充実に向けた

施策が展開されること

から十分に評価できる。

しかし、一方で埼玉県は

人口に対する医師数が

全国一低く、地域医療体

制の構築は喫緊の課題

せあることから、展開の

スピードアップを望む。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

の定員増など施策を打ち出したが、実際に医師が増える

には１０年はかかることから、国の施策を受けつつ、県

レベルでの早急な取り組みが求められている。そこで当

面の施策として以下の３点が有効であると考える。 

（１）県内の一定のエリア（医療圏）を設定し、エリア内

の中核病院を中心とし、開業医・診療所との連携によ

る地域医療体制を構築する。 

   ◆地方の好事例 

長野県飯田では、行政や医療関係者で「産科問題懇

談会」（会長：单信州広域連合長）を設置。飯田市立

病院を拠点病院とし、分娩可能な診療所と妊婦検診を

担当する医療機関とで独自の共通カルテによる情報

共有化をはかり、各医療機関が連携してお産に対応す

る「産科セミオープンシステム」を導入。運営主体を

超えた医師派遣を行っており、参加医師不足地域のモ

デルとなっている。 

 

（２）地域の医師および看護師等の不足を解消するため、

潜在医師・看護師の活用策や短時間勤務など多様な勤

務形態が導入可能となるような施策を構築するとと

もに、各医療機関に対する財源を含めた支援を行うこ

と。   

＜要請の根拠＞ 

（２）医師不足の要因とも言われている勤務の過酷さから

敬遠されがちな、産科・小児科・緊急医療などの病院

勤務医の労働環境を改善し、重点的に支援することが

必要である。特に産科・小児科に多い女性医師が結婚

や出産によって病院をやめることが多いことから、民

間企業と同様に短時間勤務制度を適用し、夜勤や泊ま

り勤務を無くすことなどワーク・ライフ・バランスの

観点からも働き続けられる職場環境づくりを行う必

要があると考える。 

   ◆地方の好事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保健医療部 医療整備課＞ 

厚生労働省が６月に策定した「安心と希望の医療確保ビジョン」

では、近年増加傾向にある女性医師の離職防止、出産・育児等と勤

務との両立を安心して行うことができる環境整備は、医師確保対策

の最重要課題であるとしています。 

そこで、平成２１年度においては、女性医師の継続的な就業と産

休や育休後のスムーズな復職を実現するために「女性医師就業支援

対策事業」を実施いたします。 

具体的な取組としては、相談窓口の設置や復職支援研修の実施、

短時間勤務制度など柔軟な勤務体制を採用する病院に対する補助な

ど、女性医師が働きやすい職場環境の整備等を行います。 

また、本県には、看護師資格を持ちながら就業していない、いわ

ゆる潜在看護師が33,000人おり、その活用が課題となっています。  

そこで、県では、潜在看護師の再就業を支援するため、平成１８

年度から、ブランク解消のための実技研修や、デパート及び県又は

市で行う各種イベント会場で巡回就職相談を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）○－Ａ 

平成２１年度に「女性

医師就業支援対策事業」

が計画されており、女性

医師の職場環境改善が

図られる。また、潜在看

護師の再就職のための

支援策も実施されてい

る。さらに財政面での支

援も２１年度には実施

予定であり、評価でき

る。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

① 大阪市福島区の大阪厚生年金病院では、女性医師

を募集するために「午前１０時～午後４時までの６

時間勤務、残業・当直一切なし、昇進や賞与にも影

響せず。」という制度を構築した。この制度が好評

で全国から女性医師が集まるようになった。 

② 静岡県では看護師不足の解消に向けて、静岡県看

護協会と連携した潜在看護師再就業支援事業とし

て「病院派遣型再就業研修」を実施している。受講

者の家庭事情や技能・経験等に配慮した研修制度で

あり、職場復帰を目指す潜在看護師の関心も高く、

病院からも好評を得ている。具体的には、ⅰ．個人

卖位で随時受講が可能、ⅱ．受講者が希望する最寄

の研修協力病院で研修が受けられる、ⅲ．時期や会

場の制約がない、ⅳ．短期コースと熟練コースから

期間を選択できる、ⅴ．実務主体の実践的なカリキ

ュラム・・といった特徴がある。 

 

（３）医師不足解消に向けた当面の施策として、医師の過

重労働軽減のため医師以外の医療スタッフ（コ・メデ

ィカル）の配置基準の設定と、適正配置を進めること。

そのために、各医療機関に対する財源を含めた支援を

行うこと。 

＜要請の根拠＞ 

（３）医師不足による医師の過重労働は深刻な状況にあ

り、医療ミスを防止する観点からも早急な対策が必要

である。その一つとして複数の医師・医療スタッフ

（コ・メディカル）による「チーム医療」体制を構築

し、医師の直接的な医療行為以外の稼動を医療スタッ

フに任せることにより、医師の稼動を軽減させること

が可能になると考える。 

 

３．後期高齢者医療制度の廃止を国に対し働きかけるとと

もに、緊急対策として「埻玉県後期高齢者医療広域連合」

本年度は実技研修を２０病院、巡回就職相談を５か所で行いまし

た。 

さらに、看護師の離職を防止するため、キャリアアップ研修の支

援や職員の生活プランに沿った勤務表の作成など、他の模範となる

取組を行う病院に対して補助しています。 

この他、病院内保育を行う病院に対し運営費を助成しており、２

１年度は助成額を増額するとともに借り上げにより保育施設を設置

する病院への新規助成を行います。 

また、ふるさと雇用再生特別交付金を活用して、新たに「看護師

職場復帰支援事業」を実施し、潜在看護師の職場復帰を促進します

。 

今後とも様々な施策を通じて、医師及び看護師不足の解消に努め

てまいります。 

 

 

 

 

＜保健医療部 医療整備課＞ 

医師を含む医療スタッフの配置基準については、医療法における

人員配置として一定の人員確保が求められています。 

また国からは、近年の病院勤務医の厳しい勤務環境を改善するた

め、平成１９年末に医療関係職との役割分担による医師業務の軽減

を推進する旨の通知が出され、各医療機関へ周知しました。 

人員配置基準の設定や適正配置の指導は全国共通のものであり国

が統一した指導を行うべきものであると考えます。 

財源支援については平成２０年の診療報酬改定の中で、病院勤務

医の負担軽減を評価する診療報酬が新たに設定されましたので、県

としては社会保険事務局などと連携して取扱いの趣旨を広く周知し

、医師の過重労働軽減に努めてまいります。 

 

 

＜保健医療部 国保医療課＞ 

 後期高齢者医療制度は、尐子高齢化が急速に進展する中、国民皆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）×－Ｂ 

各医療機関への周知

等、県としての役割は実

施されているものの、医

療スタッフの配置基準

の指導は国が行うべき

ものとの回答であり、切

り口を変えて再検討が

必要ではないか。 

 

 

 

 

 

○－Ｂ 

国の制度見直しに伴
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

および市町村と連携をはかり、後期高齢者医療制度の保

険料負担の実態を正確に把握した上で、新たな保険料負

担によって被保険者の生活に著しい悪影響が及ぼされ

ることのないよう、必要な支援策を早急に講ずること。 

＜要請の根拠＞ 

２００８年４月から施行された後期高齢者医療制度

は、施行前から高齢者が十分な医療を受けにくくなるの

ではないかとの懸念が各方面からあったが、保険料を年

金から天引きすることによる混乱も生じ、政府与党内部

からも見直しの声があがっている。２００６年に与党の

強行採決により成立したもので、世界でも類を見ない高

齢者を年齢により差別し、低所得者は保険料を一年間滞

納すれば保険証が取り上げられるなど欠陥の多い制度

である。このことから、県としても後期高齢者医療制度

の廃止を国に対して働きかけるべきと考える。 

しかし、制度が廃止となるまではかなりの期間を要す

ことから、それまでの当面の緊急対策として制度を運営

する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」および市町村と

の連携が重要である。具体的には市町村卖位で被保険者

である高齢者の保険料負担実態を調査し、医療費抑制あ

りきではなく、真に高齢者が平等に医療を受けられるよ

う「埼玉県後期高齢者医療広域連合」および市町村に対

し、適切な指導を行うとともに財政的支援を行う必要が

あると考える。 

 

 

Ⅳ．交通政策 

１．高齢者・障がい者等を含む全ての人が安全・快適に利

用できる交通の提供に向けて、県で設置した「埻玉県生

活交通確保対策協議会」の構成員に利用者代表を加える

こと。 

＜要請の根拠＞ 

国の規制緩和政策に伴い、不採算のバス路線が廃止さ

保険制度を将来にわたって持続可能なものとし、高齢者が安心して

医療を受けることができるよう、平成１８年の医療制度改革により

創設されたものです。 

 今後、高齢者の医療費の急激な増大が予想される一方、医療保険

を支えるいわゆる若年人口は尐なくなっていきますので、高齢者に

も応分の負担をしていただくこととなったものです。 

 このような趣旨に鑑み、県として後期高齢者医療制度の廃止を求

めることは難しく、まずは制度を着実に実施して、高齢者が安心し

て医療を受けられるような体制を整えていくことが重要であると考

えます。 

  また、後期高齢者医療制度が着実に運営されるためには、実施者

である広域連合と、住民の窓口である市町村との連携が非常に重要

となります。 

 そのため、県では市町村からヒアリングを行い、改善点を探るな

ど両者の橋渡し役として必要な助言を実施して連携の強化に努めて

います。 

 国による低所得者への保険料軽減等が実施されたこと、県がこの

制度に対して平成20年度当初予算で約３５０億円の財政支援を行っ

ていることなど、制度の課題と対応策を考慮しながら真に効果的な

軽減策としての財政支援策を課題としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜企画財政部 交通政策課＞ 

 平成１４年２月の道路運送法改正に基づく乗合バスの規制緩和に

より、乗合バス事業への参入、退出が自由化されました。 

 これにより、バス利用の需要が見込まれる地域では、自由競争に

よるバス利用者へのサービス向上が期待される一方で、採算の取れ

ない路線では、休廃止が進むなど、地域の生活交通が失われること

い県独自の財政支援が

行われている。また、県

として広域連合と市町

村に対し、適正な指導や

連携が図られており、大

いに評価できる。 

制度そのものの廃止

を国に要請することは

県の立場では難しいと

の判断は理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

協議会の運営等につ

いては十分に評価でき

るものの、構成員に利用

者代表を加えることに

対する回答は必要に応
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

れるなど、生活における移動手段の確保が困難になって

いる地域もあることから、特に高齢者や障がい者が市民

生活に必要不可欠な交通路線の維持・確保のために、県

として各市町村に対し、指導するとともに必要に応じた

財政的支援を県として検討すべきである。 

規制緩和の地域における生活交通の確保を図るため

県に設置されている「埼玉県生活交通確保対策協議会」

は、市町村・事業者・国・県を構成員となっている。し

かし、生活交通の実態を把握し、県民が理解しうる結論

を導き出すためにも、対象地域で実際に生活している代

表者を構成員に加え、利用者の声を反映させることが必

要と考える。 

 

 

 

２．環境負荷の小さい円滑な交通体系の構築に向けて以下

の施策を講ずること。 

（１）公共交通機関を中心にした交通体系を整備するこ

と。また、パーク・アンド・ライド等の交通需要管理

施策を推進すること。       

＜要請の根拠＞ 

（１）自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行

き駐車させた後、電車やバス等の公共交通機関を利用

して都心部の目的地まで向かう「パーク・アンド・ラ

イド」を採用することにより、都心部の交通環境の悪

化を防ぐとともに交通量自体が減尐するため、渋滞の

緩和だけではなく排気ガスによる大気汚染の軽減、二

酸化炭素排出量の軽減といった効果も期待できる。 

また、このシステムは都市部だけではなく、観光地や

大型施設等にも有効なものである。 

 

 

 

も懸念されました。 

 このため、県では、国の通知を踏まえ、規制緩和後の地域の生活

交通の確保を図るため、国、県、市町村、事業者を構成員とする「

埼玉県生活交通確保対策地域協議会」を設立し、地域の生活交通と

して維持すべきバス路線の確保策を協議するとともに、同協議会の

協議結果に基づき確保方策を講じる市町村に対し、財政的支援とし

て、運行費の一部を補助しています。 

 同協議会での協議対象となるバス路線は、事業者からの休廃止意

向に基づき、当該バス路線の存する関係市町村が、生活路線として

維持する必要があると判断したものです。 

 県として、関係市町村の判断に当たっては、地域の実態を踏まえ

、事業の効率性や利用者の利益の保護などを総合的に勘案する中で

、利用者の声を十分に反映させるため、必要に応じて、利用者であ

る住民等の声を聴取することを求めています。 

 

 

 

＜企画財政部 交通政策課＞ 

 県では、これまで、誰もが移動しやすい交通体系を構築するため

、国の運輸政策審議会の答申なども踏まえて、鉄道などの公共交通

基盤の整備を進めるとともに、自動車の効率的利用やバス・鉄道な

どの公共交通機関への利用転換などを進めることにより、交通混雑

の緩和を図り環境の改善や地域の活性化を目指す「交通需要マネジ

メント」の取組を促進しています。 

 パーク・アンド・ライドの主な取組としては、秩父羊山公園の芝

桜開花期におけるマイカーによる来園者の増加に伴う交通渋滞の緩

和を図るため、鉄道の利用促進、パーク・アンド・バスライド等の

交通対策プログラムを、秩父市が中心となり、平成１６年度から実

施しています。 

 県としても、この取組に対して関係機関とともに支援を行ってお

り、期間中の交通渋滞が大幅に緩和されるなど、大きな成果を得て

います。  

 パーク・アンド・ライド等を含む交通需要施策については、地域

じて住民等の声を聴取

するにとどまっており、

切り口を変えての再検

討が必要と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）○－Ａ 

既に「交通需要マネジ

メント」として交通需要

管理施策が取り組まれ

ていること、および主体

は市町村であるが一部

地域でパーク・アンド・

ライドの取り組みが実

施されており、県として

も引き続き市町村に対

し支援を行う計画もあ

り十分評価できる。 

 

 

 

 



 -１５- 

要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

 

 

 

 

 

 

 

（２）駐車場・駐輪場・タクシー乗り場の整備、違法駐車

防止条例・荷捌施設整備条例の制定を促進すること。                

＜要請の根拠＞ 

（２）「パーク・アンド・ライド」の実現のためには、公

共交通機関に設けた駐車場の大型化や駐車料金の最

大料金の設定等が必要となる。また、その周辺の交通

をスムースにするためには、違法駐車をなくすととも

に宅配業者等の荷捌きスペースの確保等が必要なこ

とから違法駐車防止および荷捌施設整備について条

例の制定が必要と考える。 

◆地方の好事例 

① 札幌市は市営地下鉄の駅（主に郊外）にパーク・

アンド・ライド駐車場を民間と共同で設置してい

る。 

② 金沢駅で、パークアンドレールを実施。金沢駅西

口時計駐車場とＪＲ金沢駅との共同企画で駐車料

金の大幅割引がある。１５００台収容２４時間営業

８階建自走式立体駐車場。 

 

 

Ⅴ．環境・資源・エネルギー・食品・農林水産政策 

１．京都議定書第一約束期間の開始に際して、以下の施策

を講ずること。 

（１）温室効果ガス排出量６％削減必達に向けて、年度毎

に具体的な目標を設定・管理し、実効を挙げること。                

＜要請の根拠＞ 

の実情に精通した市町村が主体となって、道路管理者、公安委員会

、交通事業者等の民間などの関係者が連携し推進していく必要があ

ると考えています。 

 このため、県としても引き続き、県内各市町村に対して、交通策

の必要性や効果などの情報提供に努めるとともに、必要な支援を行

ってまいります。 

 

＜都市整備部 都市計画課＞ 

 駐車場・駐輪場の整備は、市町村が、民間の駐車場・駐輪場の設置

状況を踏まえ必要に応じ整備しています。また、駅前広場内のタクシ

ー乗り場の整備についても、市町村が行う駅前広場の整備の中で、都

市の交通事情により必要なタクシー乗り場を確保しています。 

 県としては、これらの施設の計画策定や整備の制度の活用につい

て市町村に対して指導・助言を行っております。 

なお、荷捌施設整備条例の制定については、その目的により内容

が異なると思われますが、それぞれの都市の実情に応じて市町村が

取り組むものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜環境部 温暖化対策課＞ 

 京都議定書では、２００８年から２０１２年までに１９９０年比

で温室効果ガスの排出量を６％削減するという目標を示しています

 

 

 

 

 

 

 

（２）×－Ｂ 

取り組みの主体が市

町村となることから、県

としては指導・助言にと

どまってしまう。切り口

を変えて再検討が必要

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）○－Ｂ 

「ストップ温暖化・埼

玉ナビゲーション２０
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

第一約束期間（２００８～２０１２年）の開始に際し

て、温室効果ガス排出量を１９９０年比で６％削減に向

けた諸施策の確実な推進と着実な実効を挙げるために

は、第一約束期間の５カ年計画を策定し、年度毎に削減

を具現化する必要がある。 

また、２０１３年以降も安定的に継続できる施策の推

進が必要であり、そのためには、企業や諸施設・学校等

でエネルギー消費量および二酸化炭素排出量をゼロに

することはできないため、省エネに止まらず県内の山林

資源を活かした自ら二酸化炭素の削減可能な緑化の推

進が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）２０１３年以降の温室効果ガス規制の内容・あり方

について計画を検討し、八都県市ひいては全国の都道

府県において先進的・主導的な役割を発揮すること。 

 

 

 

。 

 この目標を達成するために、国では京都議定書目標達成計画を策

定し、平成２０年３月に全面改定を行ったところです。 

 県では、このたび、「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５

０（埼玉県地球温暖化対策実行計画）」を策定しました。この中では

、２０２０年における本県の温室効果ガス排出量を２００５年比２

５％削減する」という目標を掲げています。 

 この目標の達成過程で、これまでの埼玉県地球温暖化対策地域推

進計画で定められた、２０１０年度までに温室効果ガス排出量を１

９９０年比６％削減するという目標の達成を目指していきます。 

 計画の実効性を上げるために、平成２１年度予算に太陽光発電の

飛躍的な普及拡大のための補助制度の創設などの所要経費を計上し

ました。また、平成２１年度２月定例県議会では「埼玉県地球温暖

化対策推進条例」が可決成立し、事業活動における地球温暖化対策

や、建築物の環境配慮、自動車使用対策など、条例を根拠とした具

体的な施策も進めていきます。 

 計画に掲げた目標を地域総ぐるみで実現していくために、毎年、

温室効果ガスの排出状況や計画の達成状況などの現状を把握し県民

に広く公表するとともに、必要に応じ新たな施策の追加等を行うな

ど、「計画－実行－評価－改善」を実施します。 

 なお、埼玉県環境基本計画の中では、２０１０年度までに、エコ

アップ宣言を１，０００事業者で行うことや、エコライフDAY参加

者を７０万人に増やすことなどの具体的な目標を設定し、これまで

着実な成果を上げています。 

 今後とも、具体的な目標をもとに進行管理を行い、具体的な成果

を上げてまいります。 

 

＜環境部 温暖化対策課＞ 

 京都議定書第一約束期間が終了する２０１３年以降の世界におけ

る温室効果ガス削減の内容やあり方は、現在、各国間で真剣な議論

が交わされており、２００９年末にコペンハーゲンで開催される第

１６回条約締結国会議（
コップ

COP15）で決せられることが国際的に決ま

５０（埼玉県地球温暖化

対策実行計画）」の策定

を評価。実効を見極めた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）○－Ｂ 

 本年２月定例県議会

において可決成立した

地球温暖化対策推進条

例は全国で８番目と早

く、特に八都県市におい
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）消費者意識の向上および環境教育の観点からも、県

有林（県民の森など）において、区画を企業・学校等

っております。 

 地球温暖化は今や「待ったなし」の問題であり、産業、業務、交

通・運輸、家庭など各部門において、地域総ぐるみで取り組んでい

く必要があると考えています。 

 そこで、このほど「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５

０（埼玉県地球温暖化対策実行計画）」を策定しました。 

 計画の中には、これまで取り組んできた事業部門の環境負荷低減

計画書制度の対象を、チェーン展開している事業者に拡大すること

を盛り込みました。 

 また、自動車対策についても、従前の事業者対策に加えて、通勤

用に自動車を多数使用している事業者、大規模集客施設などに対し

ても、環境配慮の計画の提出を求めることとしています。 

 更に、大規模建築物への環境配慮計画を求めることや優良建物へ

の顕彰制度を検討します。 

 家庭部門でも、省エネ家電の普及促進やエコポイントの付与など

CO2削減に向けたインセンティブの付与の検討などを行います。 

 このような取組を地域総ぐるみで進めていくために、平成２１年

２月定例県議会において埼玉県地球温暖化対策推進条例が可決成立

しました。 

 また、首都圏の二酸化炭素の排出状況についてみると、産業系の

排出が多い千葉県や神奈川県と、業務系の排出が多い東京都とに大

別されますが、首都圏の排出する温室効果ガスは日本全体の約２割

を占めています。 

 このため、八都県市首脳会議に設置した「地球温暖化対策特別部

会」を活用して優れた取組を広域的に実施してまいります。 

 特に、本県は首都圏にあって産業系、業務系の排出量が占める割

合が全国平均と同様になっており、全国のモデルケースになりうる

ものと存じます。 

 今後も、首都圏全体での取組を積極的に主導し、全国へと発信し

てまいりたいと存じます。 

 

＜農林部 森づくり課＞ 

 「県民の森」等豊かな自然を有する県有林については、森林レク

ては特化した条例は初

であり評価する。実効を

含めた今後の進捗状況

を見極めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）○－Ａ 

 レクリエーションや



 -１８- 

要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

に貸与し、植樹から下刈り・枝打ち等、森林の育成を

含めた緑化活動ができる支援施策の推進をはかるこ

と。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全・安心な食材の確保に向けて、食品偽装等の未然

防止と早期指導・早期解決を図るべく食品に関する総合

消費生活支援を行う横断的な組織を確立すること。 

＜要請の根拠＞ 

国会では「消費者行政推進基本計画～消費者・生活者

の視点に立つ行政への転換～」が閣議決定された。この

中で「国民目線の消費者行政の強化充実は、地方自治そ

のものである。消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁

寧に対応していくことは、地方分権の下で、地方自治が

地域住民に接する姿勢そのものであり、国民目線の消費

者行政の推進は、『官』主導の社会から『国民が主役の

リエーションの場の提供と森林・林業等に対する理解を深めること

を目的に、県民参加による森林教育や森林体験活動の場として、活

用を図ってまいりました。 

 例えば、県有林である「越生ふれあいの里山」では、企業や森林

ボランティア等と森林づくりの協定を結び、植樹や間伐等を体験で

きるよう支援を行っております。 

 また、地元小学生が森林教育を体験できるよう支援してまいった

り、県民が森林体験活動をとおして、森林・林業に対する理解を深

めることを目的としたバスツアーを実施するなど、県内各地の県有

林の活用を図ってまいりました。 

  県では、本年度から彩の国みどりの基金を活用した森づくりに取

り組んでおります。この基金を活用し、県民や企業が森林ボランテ

ィア活動に参加しやすい環境の整備を図ってまいります。      

 県有林等においては、森林づくりに参加する企業・団体を増やす

とともに、森林ボランティア活動拠点の整備や、楽しみながらボラ

ンティア活動ができる仕組みづくりなどに取り組んでまいります。 

 また、森林の種類や林内歩道等、各県有林の特徴を生かした森林

体験プログラムを作成し、地元の小・中学生が森林・林業学習を安

全に楽しく体験できるよう、支援内容の充実を図ってまいります。 

  こうした施策を積極的に推進し、県有林において企業や学校等が

、森林の育成を含めた緑化活動ができるよう図ってまいります。 

 

＜保健医療部 食品安全課＞ 

 本県では、食品安全局長を設置し、食の安全・安心に関して、す

でに一元的な対応を行っています。 

 一元的な安全・安心体制を図るため、食品安全局長をトップに消

費や県警など関係部局で構成する全庁的な組織として「食の安全推

進会議」を設置しております。 

 また、食の安全安心の確保に関し、県民の意見を県の施策に反映

させることや意見交換を通じて消費者や生産者などの相互理解を深

める場として「埼玉県食の安全県民会議」を設置しております。 

 今後とも、国の消費者庁をめぐる組織再編や法律改正等の動向

も見極めながら、適切に対応していきます。 

体験に止まらず、団体が

責任感を持った緑化活

動の定着が必須である。 

 しかし、県の前向きな

対応を評価し完結とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

 食の安全と消費者と

の接点および窓口の一

元化に応えていない。 

国の消費者庁および

法律改正等の動向も見

極めたい。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

社会』へと転換していくことでもある」と記されている。 

食品偽装問題が後を絶たず、県民は食品に対する不安

感が増大している。特に食品に関わる消費者庁（仮称）

の機能を持った部局の設置が求められている。例えば、

現在の食品安全局に今年度新設された県民生活部の機

能を付加し、消費者と行政が双方向の情報を共有した総

合的な食品安全施策の推進が必要である。 

 

３．フード・マイレージの尐ない農畜産物の消費拡大で、

地産地消および自給自足の促進と環境負荷の低減をは

かること。     

＜要請の根拠＞ 

食糧自給率の低下だけではなく、家畜の飼料や農作物

の肥料も輸入依存しており、食糧全体で生産と消費の関

係を改善する必要がある。 

また、供給熱量と消費熱量の差も拡大し、廃棄される

食品は輸入等の輸送時と焼却処理時に重複した二酸化

炭素の排出となっている。環境負荷を増大させているた

め、省食の推進も課題提起されている。 

例えば、県内産の農畜産物で飼料・肥料も県内産を使

用している場合を最高格付けにするなど、消費者へ表示

等でＰＲする。 

このように農畜産物を無駄なく、地域での循環を拡大

していく取り組みが必要である。 

 

４．大規模自然災害時に秩父地域の山間部を中心とした孤

立難民救済の対策を講ずること。   

＜要請の根拠＞ 

秩父直下型地震を想定した場合、秩父地域は山間に集

落が点在し、岩手・宮城内陸地震と同様の災害が危惧さ

れる。 

長瀞や三峰など観光地もあり、安否確認方法を含めた

救済方法の確立も求められている。また、現在、秩父地

 

 

 

 

 

 

 

 

＜農林部 流通販売課＞ 

地域で生産されたものを地域で消費する地産地消を推進するため、

これまで、農産物直売所や県産農産物サポート店、量販店の地場産

コーナーを増やすなど、県民の皆様がいつでもどこでも埼玉産農畜

産物を手に入れられるような仕組みづくりを行ってきました。 

  地産地消は、生産者から消費者までの距離が近いことから、輸送

に伴う環境負荷の低減に役立つと考えられています。 

 このため、「近いが うまい 埼玉産」を新たな合い言葉にするな

ど、地産地消の推進にあたってフード・マイレージの考え方を取り

入れたＰＲを実施し、県産農産物の消費拡大を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜危機管理防災部 消防防災課＞ 

本県では平成１７年度に、孤立する可能性がある集落（集落へのア

クセス道路が全て「土砂災害危険箇所」に隣接している地区）の調

査を実施しています。 

 その結果、秩父地域では４９の集落が対象となりました。この調

査結果に基づき地元の消防本部と調整の上、各孤立集落に対して災

害時に捜索や救助の緊急離着陸場になる「ヘリコプター活動拠点」

を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○―Ｂ 

趣旨は理解されてい

るが、具体策が提示され

ていないため対応を見

極めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×－Ｂ 

 集落に限らず、地理的

に秩父市自体が孤立化

する可能性がある。 

 芝桜や秩父夜祭など

観光客が多数訪れてい

る時の危機管理に課題

が残る。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

域のヘリポートは２５箇所整備されているが、道路の寸

断等により、防災計画が正常に機能するか懸念されるた

め、多様な角度からシミュレーションを行なう必要があ

る。 

 

 

 

 

 

Ⅵ．教育政策 

１．いじめ・不登校等を防止し、児童生徒一人ひとりを大

切にした教育を推進するため、スクールカウンセラーの

配置体制の整備・効果的活用に努めるとともに、相談時

間・日数の増加により、教育相談体制の充実をはかるこ

と。 

＜要請の根拠＞ 

児童生徒の抱える悩みは、大人の悩みと異なり、いじ

めの問題に見られるように自ら解決することが困難で

あったり、虐待など自らの責任に起因するものではない

悩みも多く、解決の時機を失すれば、その後の人生にも

影響するような取り返しのつかない事態になる可能性

もある。また、学校には、児童生徒の学習が適切に行わ

れるための様々な観点からの環境整備が求められる。こ

のため、児童生徒の悩みに対して、適切かつ可能な限り

迅速に対応し、児童生徒が安心して学習に取り組むこと

ができるよう教育相談の充実が必要である。 

 スクールカウンセラーが相談にあたる児童生徒の相

談内容は、不登校に関することが最も多いが、いじめ、

友人関係、親子関係、学習関係等多岐にわたっている。

さらに近年は、発達障害、精神疾患、リストカット等の

自傷やその他の問題行動など、ますます多様な相談に対

応する必要性が生じており、今や学校における相談体制

において、スクールカウンセラーは不可欠な存在となっ

  また、食糧や毛布などの生活用品などを、ヘリポートを整備し

た県内５か所の防災基地等に備蓄し、災害時には防災ヘリコプター

等により、救援物資を輸送できる体制を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育局 生徒指導室＞ 

いじめ・不登校等の減尐を図るための教育相談体制の整備・充実

については、スクールカウンセラーの配置をはじめ、市町村が配置

する相談員への助成、スクールソーシャルワーカーの配置等、総合

的な対策の中で推進しているところです。 

 親や教師とは異なる立場で、臨床心理に関する専門性をもつスク

ールカウンセラーが、児童生徒・保護者・教職員・相談員等の相談

に応じることは、いじめ・不登校の未然防止や早期発見・早期対応

に大いに役立つことと考えています。  

 本県においては、県内の全ての公立中学校並びに一部の小学校に

スクールカウンセラーを配置し、児童生徒が抱える問題の解決に努

めているところです。 

 限られた予算の中で、スクールカウンセラーの相談時間・日数の

増加による教育相談体制の充実を図るために、一部の中学校にスク

ールカウンセラーの重点的な配置を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、山間部における

風の変化（斜面風）や火

災風などヘリコプター

の機能的な問題も考慮

する必要があり、総合的

に新たな切り口で要請

を再検討する。 

 

 

 

△－Ｂ 

スクールカウンセラ

ーの派遣状況を考える

と、一部の中学校にスク

ールカウンセラーを重

点的に配置するだけで

は、教育相談体制の充実

のための施策としては

不十分である。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

ている。 

一方で、スクールカウンセラーの拡大に伴い、スクー

ルカウンセラーの資質や経験に違いがみられ、また、児

童生徒の相談内容が多岐にわたる中で、その資質の向上

やマネジメントをどのようにはかっていくかが課題と

なっている。さらに、スクールカウンセラー１人あたり

の派遣校が２校兼務から３校兼務に変更され、年間１校

あたり 15 回、概ね３週間に１回の派遣となった。これ

では、児童生徒・教職員・保護者との信頼関係を構築す

ることは難しく、学校の様子や児童生徒の様子が相談日

には変化しており、適切かつ迅速な対応が難しくなって

いる。あわせて、児童生徒や保護者が相談したいタイミ

ングに相談できないという課題も生じており、教育相談

体制の充実が求められている。 

 

２．学校および県・市町村教育委員会が、主体的かつ継続

的に、教員の恒常的多忙の解消に取り組むために、埻玉

県版「教員勤務実態調査」を実施し、その調査結果にも

とづく具体的施策を構築し、その実行を期すこと。 

＜要請の根拠＞ 

昨年５月に公表された「教員勤務実態調査」結果によ

り、教員の恒常的な多忙が問題視され、県教育委員会な

らびに市町村教育委員会は、以前にも増して、学校にお

ける事務の簡素化や効率化等による負担軽減や見直し

をはかってきたが、抜本的な対策とはなっていない。 

教員が心身共に健康で、意欲を持って教育活動に取り

組み、また、児童生徒と向き合う時間をできるだけ多く

確保して行くためには、教育委員会と学校現場が一体と

なって、教員の多忙解消に向けた取り組みを積極的に進

めなければならず、その具体的施策の検討には、県内の

全教員を対象に「勤務実態調査」を実施し、実態を把握

することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育局 小中学校人事課＞  

 平成１８年度に文部科学省が実施し、昨年３月に公表された「小

中学校教員勤務実態調査」は、全国の公立小中学校から抽出した２

，１６０校の約５０，０００人を対象として行われたものである。 

 この結果から、教員の残業時間、持帰り時間などの実態が示され

た。埼玉県における教員の勤務実態は、文科省の調査報告書からお

おむね同様であると推察できる｡県独自の調査を実施することは、新

たな負担増を生み出すことにもなることから実施は考えていない。 

 教員の多忙化を解消するために、事務の簡素化や効率化を図る観

点から、学校における事務の負担軽減や見直しを図ることが重要と

考える。 

 具体策としては、現在、教育局内に「学校における多忙化解消検

討委員会」を設置し、以下のように取り組んでいる。 

 ①県教育委員会が主体となって、小・中学校等へ依頼する調査、

照会等の縮減を図ること。 

 ②県が開催する小・中学校教職員を対象とした会議や研修の回数

、時間等の精選を図ること。 

 ③調査研究（モデル校）事業の在り方を見直すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×－Ｂ 

 教員の恒常的多忙の

解消策として取り組ん

でいる内容は、昨年の県

回答とほぼ同様であり、

根本的な解決策とはな

っていない。県内教員の

実態を把握し、調査結果

にもとづく具体的施策

を構築すべきである。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

 

 

 

 

 

 

 

３．子どもが自発的、自主的に読書活動を行うことができ

るよう、学校図書館の図書資料や設備の充実をはかるこ

と。あわせて、専任の学校図書館司書を採用し、学校図

書館の運営に関する人材の充実をはかること。         

＜要請の根拠＞ 

本年４月 21 日文部科学省は、「学校図書館の現状に

関する調査」ならびに「学校図書館図書関係予算措置状

況調べ」の結果を公表し、学校図書館に使われる予算が

尐ない、十分な図書が備えられていない等の内容を報告

した。公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵

書の標準として「学校図書館図書標準」が定められてい

るが、「学校図書館の現状に関する調査」によると、平

成 18年度末現在で、この標準を達成している小学校は、

全国 42.0%に対し埼玉県は 33.5%、中学校では全国 37.2%

に対し埼玉県は 28.8%と大きく全国平均を下回ってい

る。学校図書の購入費は、地方交付税として各自治体に

配分されており、交付税は使途が限定されていないた

め、財政難の自治体は他の事業に図書購入予算を廻して

しまうケースも多い。無論、立派な図書をそろえたから

といって、子どもが実際に手に取らなければ何にもなら

ず、標準どおりの冊数があるからといって、古い本ばか

りでは、手に取る気にはなりにくい。 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第２条（基

本理念）では、「子どもの読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で

 また、市町村教育委員会に対しても、市町村が主体となって実施

している調査照会及び会議等について見直し、学校における負担軽

減が図られるよう、機会あるごとに働きかけている。 

 県教育委員会としては、引き続き市町村教育委員会と連携し、学

校における教員の負担を軽減し、子どもと向き合う時間の確保が図

れるよう努めてまいりたいと考えている。 

 

＜教育局 義務教育指導課＞  

  市町村に対しては、市町村教育委員会指導主事事務主管課長会議

等の会議において、学校図書館の蔵書の整備や、環境の整備、一斉

読書等の読書活動の推進について働きかけていきます。 

 また、「学校図書館図書標準」達成に向けて、市町村教育委員会指

導主事事務主管課長会議、全県指導主事研究協議会等の会議におき

まして、全県の市町村教育委員会に、趣旨を説明し、予算化の促進

について働きかけていきます。 

 さらに、各市町村教育委員会に対して、「学校図書館図書標準」の

達成に向けての計画作成を依頼し、学校図書館の整備に向けて働き

かけていきます。 

 

＜教育局 小中学校人事課＞ 

公立義務教育諸学校につきましては、「公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、職種毎の定数

を定め、配置を行っています。学校図書館司書については、法律上

、規定されておらず、採用は行っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

学校図書館の図書資

料や設備の充実につい

ての回答は、一定の評価

ができると考えるが、市

町村教育委員会への働

きかけが取り組みの主

であることから、今後の

進捗状況を見極めてい

く。なお、専任の学校図

書館司書の採用につい

ては現状では無理と判

断する。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

欠くことのできないものであることにかんがみ、すべて

の子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主

的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのた

めの環境の整備が推進されなければならない。」として

いる。 

子どもの学習環境に大きな地域間格差を生まないた

めにも、学校図書館の環境面ならびに人材面の充実が必

要である。 

 

４．子どもの学ぶ意欲を引き出すとともに、きめ細やかな

指導を行うために、尐人数学級、尐人数授業、ティーム・

ティーチング等の導入を進めること。 

また、推進にあたっては、教員数を増やすなどの体制

強化をはかり、教員への負担軽減をはかること。                    

＜要請の根拠＞ 

すべての子どもに基礎学力を身につけさせることを

重視し、ともに学ぶ視点を大切にしながら「つまづき」

を克服し、子どもの理解度に合わせた授業を進めるため

には、尐人数学級、尐人数授業、ティーム・ティーチン

グ等の導入は不可欠である。尐人数学級のように、学級

の規模を小さくすることによって、子どもたちを掌握し

やすく、子どもの実態に即した柔軟な指導が可能にな

り、先生と子どもたちのふれあいが一層密になるという

利点がある。しかし、尐人数というだけで学習面の効果

があるとは限らず、40 人学級と同じような一斉授業を

するのではなく、習熟度別授業など指導方法の工夫も必

要である。 

例えば、小学校のスタート時期に、基本的な生活習慣

や学習規律をしっかりと身に付けることができるかど

うかは、その後の学力向上に大きく影響する。そのため、

まだ幼さが残り、先生との関わりを強く求めるこの時期

に、学級の中に２人の先生を配置して、子ども一人一人

にきめ細かく指導する。また、尐人数授業は、子どもた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育局 義務教育指導課＞ 

現行及び新しい小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領〔総

則〕には、各教科等の指導に当たって、児童生徒が学習内容を確実

に身に付けることができるよう、学校や児童生徒の実態に応じて、

個に応じた指導の充実を図ることが示されています。 

 県では、個に応じた指導の一層の充実を図るため、児童生徒一人

一人の能力や適性、興味・関心、考え方等、様々な特性を把握し、

児童生徒が自己の特性を生かして、進んで学習内容を確実に身に付

けていくことができるよう尐人数指導やティーム・ティーチングな

どの学習形態や指導体制等の改善充実に努めています。 

 今後とも、個に応じた指導の充実を図っていきます。 

  

＜教育局 小中学校人事課＞ 

第６次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画（平成５年度～１

２年度までの８年計画）では、学校においてティーム・ティーチン

グ（複数教員による協力的指導）等が行われるよう、教育活動の推

進に必要な教職員配置が行われた。 

 また、第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（平成１３

年～１７年度までの５年計画）では、基礎学力の向上ときめ細かな

指導を目指し、ティーム・ティーチングに加え、習熟度別指導や教

科等に応じた２０人程度の指導を行うための定数改善が行われた。 

  現在、埼玉県においても、小中学校合わせて約１，８００人の尐

人数指導加配を行い、創意工夫を生かした教育課程の編成と併せて

、尐人数指導や習熟度別指導など、きめ細かな指導が行われている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△－Ｂ 

学習形態や指導体制

等の改善充実に努めて

いることについては評

価できるものの、体制強

化や教員への負担軽減

について、再検討が必要

である。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

ちの状況に応じてきめ細かく授業を行うことができる

とともに、尐人数学級のデメリットである生活集団の尐

人数化を、学級とは異なる尐人数の学習集団の編成によ

り補うことができる。さらに、ティーム・ティーチング

では、特定の教科で、学級の子どもたちの状況に応じて、

例えば、主に授業を進める先生と児童生徒に個別に対応

する先生が役割分担をして、子どもたちの個別の課題に

応じた、きめ細かく行き届いた指導を行うことができる

とされていることから導入が求められている。 

 

 

Ⅶ．人権・男女平等政策 

１．誰もが働きがいのある仕事と充実した生活の両立が選

択可能となるようなワーク・ライフ・バランス社会、そ

れを支える政策やシステム、慣行が構築されている社会

を目指し、企業や働く者、県民の取り組みを積極的に支

援するとともに、多様な働き方に対応した子育て支援や

介護などのための社会的基盤づくりに積極的に取り組

むこと。                           

＜要請の根拠＞ 

今、日本では国内外における企業間競争の激化、長期

的な経済低迷や産業構造の変化により、生活の不安を抱

える正社員以外の労働者が大幅に増加する一方で、正社

員の労働時間も高止まりしたままである。さらに、勤労

者世帯の過半数が共働き世帯になる等、女性の社会参加

が進み人々の生き方が多様化している。しかしながら、

働き方や子育て支援などの社会的基盤は必ずしも変化

に対応したものとはなっていない。また、職場や家庭、

地域では依然として男女の固定的な役割分担意識が残

っている。このような社会では結婚や子育てに関する

人々の希望が実現しにくく、「家族団らんの時間」や「地

域で過ごす時間」を持つことが難しくなってきている。 

２００７年１２月１８日、政府・労働組合・経済団体・

。 

  また、平成１４年度から尐人数学級を導入し、小学校１・２年生

については、１学級あたり３５人を超える場合、中学校１年生につ

いては、３８人を超える場合に尐人数学級を実施できるようにした

。（現行の基準は、平成１７年度～） 

  しかし、第７次公立義務教育諸学校教職員改善計画は平成１７

年度をもって完了しており、その後新たな定数改善計画は策定され

ていない。改訂学習指導要領への対応もあり、次期定数改善計画の

策定について、国にも要望を行っているところである。 

 

 

 

＜福祉部 尐子政策課＞ 

 本県やさいたま市など、共通の課題を有する首都圏の八都県市が

共同して、平成19年度から「仕事と家庭生活の調和（ワークライフバラン

ス）推進キャンペーン」を行っています。 

 今年度は新たに「八都県市ワークライフバランス共同アピール」を行うこ

とにより、八都県市の企業や住民にワークライフバランスへの取組を呼びか

け、「社会全体の気運づくり」に取り組んでおります。 

 また、企業からの希望に応じてワークライフバランスの必要性や導入のポ

イントなどを解説する「ワークライフバランス水先案内人（アドバイザー）

」を無料で派遣している他、企業の取組の参考となるよう、先進取組事例な

どを掲載した「ワークライフバランス推進ハンドブック」を配布しています

。 

 さらに、子育て支援として保育所の整備を促進しております。 

 本県では埼玉県５カ年計画に基づき平成19年度から平成23年度ま

で毎年２千人、計１万人の受入枠の拡大を図ることにしており、平

成19年度は、新たに2，536人分を拡大したところでございます。 

 あわせて、企業内保育所を設置しようとする企業に対して、整備

費として１カ所500万円の補助を行っており、20年度は10件程度の採

択を予定しております。 

 

＜産業労働部 勤労者福祉課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○－Ｂ 

県の取り組みについ

ては、ワーク・ライフ・

バランスに関連する社

会全体の気運づくりと

して評価できる。 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの政策やシステム

については子育て支援

の方向性は出されてい

るが、介護についての考

えが示されていない。 

今後、子育て支援の進

捗状況を見極めつつ、介

護なども踏まえた再要

請を検討する。 

 

 

 

 

子育て支援や介護支



 -２５- 

要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

自治体の代表は、「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･

バランス）憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行

動指針」に合意した。 

憲章で定める「就労による経済的自立が可能な社会」、

「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」、

「多様な働き方・生き方が選択できる社会」の３つの社

会の実現に向け、県・市町村は多様な働き方に対応した

子育て支援や介護などのための社会的基盤づくりに有

効な施策を講じ積極的に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．配偶者やパートナーからの暴力防止及び被害者の保護

に向けて以下の施策を講ずること。 

（１）被害者が安心して相談できる相談窓口を増設すると

ともに、相談機関・相談内容について、各種メディア

子育て支援については、次のような取組等を実施し、福祉部とも

連携しながら、 

積極的に対応してまいります。 

 

１．平成１７年６月から「子育て応援宣言企業の登録」を実施。

この登録制度は、企業のトップに従業員の子育て支援の取組を

宣言してもらい、これを県に登録して、企業の実情を踏まえた

仕事と子育ての両立支援に取り組んでいただくもの。平成２１

年２月末現在、１，９９８社が登録。 

２．子育て支援に取り組もうとする企業を対象に、具体的な取組

テーマごとに  学識経験者や先進企業の経営者等を講師とす

る「企業の子育て応援推進セミナー」を経済団体等と連携して

実施。企業の実情に応じた子育て支援の取組をサポート(平成２

１年度：３回実施）。 

３．仕事と家庭が両立しやすい職場づくり、働き方の見直し、男

性の育児の促進、地域の子育て支援等に熱心に取り組み、他の

模範となる企業を表彰する「あったか子育て企業賞」を実施。

企業の子育て応援の取組への意欲を醸成。 

４．平成１８年１０月に県と経済６団体で「埻玉県子育て応援共

同宣言」を実施。仕事と育児が両立できる環境の整備、働き方

の見直しによる仕事と生活の調和、地域における子育て支援な

どを、連携して取り組むことを確認し、宣言、県内に広くアピ

ールした。現在も、県と経済団体で年２回会合を持ち、取組状

況の確認を実施。 

５．八都県市首脳会議において、当県の提案により、「仕事と家庭

生活の調和」の推進に関する取組を連携して実施。首都圏の各

都県や政令市が連携して取り組むことで、より効果的にワーク

ライフバランス思想の拡大、子育てムーブメントを創出。 

 

 

 

＜県民生活部 男女共同参画課＞ 

 被害者の相談については、婦人相談センターＤＶ相談室において

援等の政策やシステム

については、今後、 

進捗状況を見極めつ

つ再要請を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）○－Ｂ 

安心して相談できる



 -２６- 

要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

を活用した積極的な広報活動を行うこと。 

＜要請の根拠＞ 

配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）は、重大な人

権侵害であり、特に被害者となりやすい女性の尊厳を著

しく傷つけるものであるとともに、男女共同参画社会を

実現する上で克服すべき重要な課題である。 

国においては、ＤＶを根絶するため、必要な法整備や

相談・保護・自立支援に積極的に取り組むこととし、平

成１９年７月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律」が改正され、平成２０年１月に施

行された。改正により市町村における配偶者暴力センタ

ーの設置が努力義務となった。内閣府の調査によると、

平成１９年度に全国の「配偶者暴力相談支援センター」

によせられた相談件数は６２，０７８件となっており、

埼玉県は２，６８３件と全国の４％を占め、東京、千葉、

神奈川、大阪、福岡に次ぐ多さとなっている。 

（１）内閣府男女共同参画局が、平成１７年１１月から１

２月に実施した「男女間における暴力に関する調査」

によると、平成１６年６月に改正された「配偶者暴力

防止法」についての設問で、「法律があることも、そ

の内容も知っている」人は１３.３％、「法律があるこ

とは知っているが、内容は良く知らない」人は６６.

２％、「法律があることも、その内容も知らなかった」

という人は１９.３％である。このことから、｢配偶者

暴力防止法｣の認知度は極めて低いことが分かる。ま

た、配偶者からの暴力について相談できる窓口を｢知

っている｣という人は２９.８％で、「知らない」人は

６８.７％と多数を占めている。さらに、相談先では、

一番相談の多かった機関は「警察」と「医療関係」と

なっており、「配偶者暴力相談支援センター」、「男女

共同参画センターや女性センター」等への相談は尐な

く、認知度が低いことが浮き彫りとなっている。一方

で、誰にも相談しなかったと回答した人の理由とし

実施しているところです。また、県内１０か所の福祉保健総合セン

ターを相談支援機関と位置付け相談業務等を行っています。 

 さらに、内閣府の電話による自動音声案内事業により、婦人相談

センター及び県福祉保健総合センターの相談窓口をはじめ、県内市

町村の相談窓口の案内を行っています。 

 広報活動については、パンフレット、彩の国だより等の広報紙や

県のホームページを利用して引き続き取り組んでいくとともに、人

権フォーラムなどの一般県民を対象としたイベントでの啓発活動に

取り組んでいきます。 

今後、市町村におけるＤＶ相談窓口の設置や相談員に対する支援

を積極的に行って行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口ということで

は評価できる。 

今後、市町村における

ＤＶ相談窓口の設置や

相談員への支援の状況

などを見極めながら再

要請の必要性を検討す

る。 
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要 請 項 目 県 回 答 評価・方向性 

て、「恥ずかしくて誰にも言えなかった」「そのこと

について思い出したくなかった」「自分さえ我慢すれ

ばいいと思った」などの深刻な状況がある。 

配偶者やパートナーからの暴力について安心して

相談できる相談機関・相談内容を積極的にＰＲするこ

とが必要である。 

 

（２）加害者更正プログラムを開発し実施すること。 

＜要請の根拠＞ 

（２）被害者が再び生命・身体の危険にさらされないため

にも、また、加害者が暴力を克服し真に社会復帰する

ためにも、更正プログラムは必要である。既に、日本

では、幾つかの民間団体が、アメリカのモデルを参考

にアレンジを加えた独自プログラムを実施し、成果を

上げていることから、公的機関においても早期に加害

者更生プログラムの実施が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

＜県民生活部 男女共同参画課＞ 

 国において平成16年度に地方公共団体と試行的な実施を含めた加

害者更生プログラムの調査研究を行ったところですが、その有効性

や効果については明確な結論は得られていません。 

 国の研究結果として、①加害者の任意参加による加害者厚生プロ

グラムの実施についての調査研究は今後とも行われるべき。②法的

な義務付けを伴ったプログラムの実施の検討が望まれる。との結論

が出されました。 

 このため、県では、精神科医、臨床心理士、警察、行政などのＤ

Ｖ被害者支援関係者による研究会を開催し、本県における加害者対

策のあり方とその実施体制について研究を行っています。 

 また、ＤＶを防止するためには、若い頃からの意識づくりが極め

て重要であることから、高校生に対しＤＶ予防啓発を促進するため

の出前講座や教育指導者研修会を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）×－Ｃ 

 国の明確な結論が出

されていないので現状

では無理と判断。     

今後、動向を見極め

る。 

 

 

 

 

 

 


